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論 説

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──

会社法が適用されない「債券等の管理人」

の訴訟担当等の可能性──
田頭 章一

Ⅰ はじめに

Ⅱ 「債券等の管理人」の手続上の地位をめぐる問題点

1 「社債管理人」の手続上の地位

（1）「社債管理人」制度の提言

（2）社債管理人の手続上の地位に関する論点

2 ソブリン・サムライ債における「債券の管理会社」の手続上の地位

（1）アルゼンチン債事件判決が提起した手続上の問題点

（2）アルゼンチン債償還請求事件第 1審判決（東京地判平成 25・1・28

判時 2189号 78頁、金法 1981号 125頁）

（3）控訴審判決（東京高判平成 26・1・30第一法規判例データベース所

収（事件番号 28221320））

3 小括

（以上本号）

Ⅲ 論点の検討

Ⅳ 結語

Ⅰ はじめに

会社法 702条本文は、「会社は、社債を発行する場合には、社債管理

者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の

管理を行うことを委託しなければならない。」と定める。社債は、割合

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（1）



的単位に分割されて小口化されることが可能であり、その場合には個人

を含む多数の社債権者が存在しうるところ、これら多数の社債権者が個

別に発行会社の財務状況の悪化やデフォルトに対応することは、社債管

理に関する専門的知識あるいはコスト負担能力を欠くために、極めて困

難であることが一般である。そこで、社債権者の全体的利益を効率的に

保護するために、社債管理者の設置が強制された（1）。ただし、その一方

で、自己の権利の管理・保全等を各社債権者に委ねても支障がない場

合、すなわち、①各社債の金額が 1億円以上である場合（投資家は機関

投資家等であり、それぞれ高い社債管理能力を有すると想定される）、また

は②一定種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して

得た数が 50を下回る場合（社債権者が少数の場合には、相互協力により、

社債権の管理・保全等が容易であると考えられた）には、社債管理者の設

置が義務付けられることはない（会社 702条ただし書、会社則 169条）。

社債管理者に対しては、会社法の規定により、公平誠実義務および善

管注意義務が課せられる（会社 704条）と同時に、元利金の弁済受領や

債権の保全のために必要な一切の裁判上または裁判外の権限が与えられ

（会社 704条 1項）、発行会社のデフォルトが生じたときには、一定の場

合には社債権者集会の決議を経て、債権保全・回収のために必要な行為

を行う（2）。もっとも、実務上は、格付けが高位の社債を中心に、上記
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（2）

※本論文については、その草稿段階において、日本証券業協会社債市場の活性化に向けたイ

ンフラ整備に関するワーキング・グループ（後掲注 4）参照）事務局の方々に、お目通し

いただき、貴重なコメントをいただいた。ここに記して感謝したい。

（1） 江頭憲治郎＝中村直人編『論点体系会社法 5』（第一法規、2012年）86頁〔三原秀哲〕

等参照。その資格が金融機関、保険会社等に制限されることについては、会社則 170条

参照。旧商法下の社債管理の法的問題点（とくに発行会社のデフォルト時の法律問題）

について論じたものとして、田頭章一『企業倒産処理法の理論的課題』208頁以下（初

出 1996年）参照。

（2） 社債管理者の法的地位についての会社法上の通説は、社債権者全体の法定代理人と捉

える（江頭＝中村編・前掲注 1）88 頁〔三原秀哲〕、江頭憲治郎＝門口正人編集代表

『会社法大系 2』（青林書院、2008年）425頁〔大橋正春＝渡邊賢作〕）。会社法では、社

債管理委託契約に約定権限を定めることが認められているが（会社 676条 12号、会社



第一の例外（各社債の金額が 1億円以上の場合）を利用して、社債管理者

を設置しないケースが（社債管理者不設置債）が公募社債の 8割程度を

占め（3）、そのうちのほとんどの例で、発行会社の代理人として発行お

よび期中事務を行う財務代理人が置かれている（FA債）のが現状であ

る。

ところが、最近は、社債管理者不設置の起債例においても、社債権者

の権利保護を目的として社債管理業務を行う者を置く必要性が指摘され

ている。すなわち、日本証券業協会は、「社債市場の活性化を図るため

には、信用リスクが相対的に大きい企業による社債の発行環境を改善

し、資産運用に対する投資家の意識変化への対応を通じた投資家の裾野

拡大が必要である」という立場から、発行コストに配慮しつつ、発行会

社からの通知等の受領および社債権者への通知やデフォルト後の債権保

全等に関して社債権者の保護に当たる者（「社債管理人」と呼ばれる）の

設置に関する提言をしている（4）。

また、サムライ債（海外の発行体が日本の債券市場で募集・発行する円

建債券）についても、会社法の適用ないし準用を否定する考え方が一般

であるから、契約法理に基づいて、債券保有者の利益を適切に保護し、

同時に、発行体の債務再編等における役割などにも目を配った債券等の

管理会社の法的地位のあり方を検討していく必要がある。とりわけ発行

体が外国政府等であるソブリン・サムライ債について実務慣行上設置さ

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（3）

則 162条 4項）、この約定権限との関係でも、社債管理者を社債権者の法定代理人と説

明するのが通説の立場である（江頭憲治郎編『会社法コンメンタール 16』（商事法務、

2010年）132頁〔藤田友敬〕）。

（3） 日本証券業協会社債懇事務局「『社債事務の活性化に向けた取組み』について」ジュリ

スト 1452号（2013年）75頁等参照。

（4） 日本証券業協会社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グルー

プ『社債権者保護のあり方について〜新たな情報伝達インフラ制度及び社債管理人制度

の整備に向けて〜』（平成 27年 3月 17日）（以下、「日証協・社債権者保護のあり方」

という）。同報告書は、以下の URL で入手可能。http: //www. jsda.or. jp/katsudou/kaigi/

chousa/shasai_kon/infra_houkokusyo.html。なお、筆者は、上記ワーキング・グループの

メンバーであったが、本論文の論述は、いうまでもなく、筆者の個人的見解である。



れる債券の管理会社については、後に詳細に検討するアルゼンチン債債

券償還等請求事件における第 1審と控訴審の判決（以下、これらの判決

を合わせて「アルゼンチン債事件判決」という）が、重要な問題を提起し

ており、安定したサムライ債の発行・流通市場の推進のために、議論す

べき課題は多い。

社債管理人と債券の管理会社（以下、両者を併せて「債券等の管理人」

という）は、社債管理者に関する会社法の規定の適用を前提とせず、契

約によって市場のニーズに対応した社債・債券（以下、「債券等」とい

う）の管理を目的として構想・設置されていること、また社債（債券の）

要項および社債（債券）管理委託契約（社債管理人業務委託契約）と呼ば

れる発行体と管理主体間の契約で、社債管理業務等を規律するという事

情などにおいて、共通の法的問題点を有するように思われる（5）。この

ような視点に立って、本論文は、上記社債管理人の提言やアルゼンチン

債事件判決を契機とした債券等管理のあり方の議論を踏まえつつ、これ

らの「債券等の管理人」の手続上の地位について、訴訟担当のほか、民

事保全・執行担当など、手続横断的な検討を試みる。

以下、まずⅡにおいて、債券等の管理人の手続上の地位をめぐる議論

の現状について、日本証券業協会が提唱する「社債管理人」と、ソブリ

ン・サムライ債における「債券の管理会社」に分けて、それらを問題点

に関する議論の状況を整理し、Ⅲ以降の考察に向けた基礎作業をしてお
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（4）

（5） 本論文では直接には取り上げないが、共通の問題を抱える債券管理人の例として、会

社法が準用（医療 54条の 7等参照）されない、いわゆる地方三公社（道路公社、土地

開発公社、地方住宅供給公社）債の管理会社（「募集の受託会社」）もある（米田保晴

「サムライ債（円建外債）の債券の管理会社は訴訟追行権を有するか──アルゼンチン

債債券償還等請求事件（東京地裁平成 21年（ワ）第 21928号事件）を例に──」信州

大学法学論集 23号（2014年）44頁等参照）。なお、社債管理者の設置義務がなくても、

発行会社が任意に社債管理者を設置することは可能であるが、その場合の管理者は会社

法上の社債管理者として、会社法の適用を受けると解されているから（相澤哲ほか編著

『論点解説新・会社法 : 千問の道標』（商事法務、2006年）642頁、奥島孝康ほか編『新

基本法コンメンタール会社法 3』（日本評論社、2009年）164頁〔森まどか〕）、本論文

の検討対象外とする。



きたい。

Ⅱ 「債券等の管理人」の手続上の地位をめぐる問題点

1 「社債管理人」の手続上の地位

(1)「社債管理人」制度の提言

「社債管理人」とは、すでに述べたように、日本証券業協会が、「信用

リスクが相対的に大きい企業も含めた多様な企業による社債発行及び投

資家の裾野拡大を図る」という目的意識の下、「社債管理者不設置債を

対象に、現行法の下、特にデフォルト後の社債権者の債権を保全する社

債権者保護の効率的な実務上の仕組みとして」構想し、提言している社

債管理のための主体である。この提言の背景には、会社法上の社債管理

者の設置義務がない場合でも、社債権者の利益の保護のための管理人設

置のニーズが存在するという判断がある。すなわち、かかる社債管理の

内容を、主としてデフォルト後の社債権の保全を目的とするものに限定

し、低コストで投資家に安心感を与える社債権者保護の仕組みを作るこ

とによって、健全な形での社債市場の拡大を目指すものと考えられ

る（6）。この提言によれば、社債管理人の具体的な職務としては、「社債

権者のために又は個別の社債権者の委託を受け、社債デフォルト前の発

行会社からの通知等の受領及び社債権者への通知、社債権者集会の招

集・請求のサポート、社債デフォルト後の債権の保全等に関するサポー

ト及びその他社債に係る事務手続きを行う」ことであるとされる（7）。

社債管理人の権限や責任については、会社法の社債管理者に関する規

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（5）

（6） 日証協・社債権者保護のあり方 9頁参照。なお、この報告書では、社債管理人を含む

一定の利用資格者が、証券保管振替機構等の関与を通して、社債デフォルト時などにお

ける社債権者への通知・連絡の仕組みを整備することも提言されている（同報告書 3頁

以下）。

（7） 日証協・社債権者保護のあり方 15頁。



定の適用がないから、それらの事項は契約の拘束力によって規律される

ことになるが、その法律構成としては、次のように説明される。すなわ

ち、「社債要項」と一体となった「社債管理人業務委託契約」を、発行

会社を「要約者」、社債管理人を「諾約者」、社債権者を「受益者」とす

る「第三者のためにする契約」と解することにより、社債権者は上記契

約で規定された社債管理人の業務について、社債管理人に直接給付を請

求することができる（民 537条 1項）、という説明である（8）。この「第三

者のためにする契約」構成では、受益者の権利発生のために、受益者

（社債権者）が諾約者（社債管理人）に対して受益の意思表示をする必要

がある（同条 537条 2項）から、この受益の意思表示をどのように説明

するかが問題となる。この点は、受益の意思表示に関する民法の規定が

任意規定であることから、契約中に受益の意思表示を不要と定めること

も検討されたが、検討の結果、社債権者は、社債管理人やその業務内容

について、社債要項等で把握できることを踏まえて、社債取得時に「黙

示の受益の意思表示」があったものと説明されることになった（9）。後

述のアルゼンチン債事件判決（とくに第 1審判決）において、「明確」な

受益の意思表示が必要とされたこととの関係については、その判示対象

は、債券の管理会社の行為により、債券の保有者の権利が害されるおそ

れがある任意的訴訟担当についてであるから、そのような行為以外の社

債管理人の業務については、社債権者から社債管理人への受益の意思表

示は「黙示」でもよい、と整理された（10）。

法的倒産手続における倒産債権の届出に関しては、代理における顕名

主義（民 99条 1項）への配慮から社債管理人による総額の届出は断念さ

上智法学論集 第 59巻 1号（2015年）

（6）

（8） 個別の社債権者の委託を受けて行う業務については、当該社債権者と社債管理人を当

事者とする委任または準委任契約により規律される（日証協・社債権者保護のあり方

10頁）。

（9） 日証協・社債権者保護のあり方 17頁。この意思表示は「黙示」でもよいというのが民

法上の判例（大判昭和 18・4・16民集 22巻 271頁）通説という理解に基づく。

（10） 日証協・社債権者保護のあり方 18頁。



れ、「社債管理人は、①証券保管振替機構の新たなインフラを利用して

社債管理人への委任状等の提出期間等を社債権者へ通知し、②社債権者

から委任を受けて、代理人として当該社債権者の保有社債について、債

権届出を行う。」とされた（11）。また、社債管理人は、社債権者集会決議

に基づき、倒産手続の債権者集会における議決権行使を行う（社債権者

集会については、会社法が適用され、会社 734条 2項により、社債権者集会

で反対した社債権者も決議に拘束される）（12）。さらに、社債管理人（ただ

し、非訟事件手続法 22条、弁護士法 72条抵触の可能性を避けるため、弁護

士等である場合に限られる）が、裁判所に対する社債権者集会招集の許可

（会社 718条 3項）や社債権者集会決議の認可の申立て（会社 732条）を

するときは、「特定少数社債権者」（社債権者集会の招集権を持つ社債総額

の 10分の 1以上の保有者）の委託を受けて行う（13）。

なお、社債管理人の報酬・費用については、社債管理人業務のうち全

ての社債権者のための業務については発行会社が、特定の社債権者のた

めに行う業務については、当該業務を委託した社債権者が負担すること

を原則とする。ただし、特定少数社債権者（社債権者集会招集者）が社

債管理人に委託し社債権者集会を開催した場合の費用、および招集者の

委託による社債権者集会決議認可の申立てに関する費用については、会

社法 742条を参考にして、社債権者の共益的費用と捉え、発行会社の負

担とする（以上の点は、社債要項に明記する)（14）。

(2) 社債管理人の手続上の地位に関する論点

以上概観したように、社債管理人は、社債管理者設置が強制されてい

ない社債について、その権限と責任をスリム化・明確化して実務のニー

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（7）

（11） 日証協・社債権者保護のあり方 22

（12） 日証協・社債権者保護のあり方 27-28頁

（13） 日証協・社債権者保護のあり方 25頁

（14） 日証協・社債権者保護のあり方 61頁以下。



ズにより適合した社債権者保護の機能を果たすことが想定されている。

その権限と責任については、会社法は適用されず、社債管理人による社

債管理（裁判外・裁判上）を法規定に基づいて説明することはできない

から、第三者のためにする契約による説明が採用されている。しかし、

社債管理人の訴訟手続上の権限については、第三者のためにする契約に

基づく訴訟担当資格の授与は断念され、債権届出や社債権者集会決議の

認可申立てについても、個別の委任による授権（代理権の授与を想定し

ているものとみられる）の可能性が想定されているにとどまる。これに

より、手続的な側面における社債管理人の社債権者保護機能は、かなり

の程度後退したといわざるを得ず、投資家の安心を構築することによ

り、低格付け社債の活性化を促そうとするこの制度の意義も薄れざるを

得ないであろう。結果的にこのような提言になったのは、意見書にもあ

るように、後述するアルゼンチン債事件判決が、同じく会社法が適用さ

れないソブリン・サムライ債の債券の管理会社の任意的訴訟担当資格を

認めなかったことが、大きく影響をしていることは明らかである。

もちろん、社債管理人という新しい制度をできるだけ安定的な制度と

するために、既存の裁判例の存在を無視することはできず、議論がある

問題を避けて社債管理人制度が構築されたことは、理解できないことで

はない。しかし、社債管理人制度の提唱は、会社法上の社債管理のあり

方がすべての社債発行市場のニーズに対応したものでないという実務的

判断がその背景にあると見受けられ、それ自体尊重すべきものと考えら

れる。また、社債管理人制度は、社債管理者制度と協働して、全体とし

て適切な社債管理のあり方を実現しようとするものであるから、会社法

の定める社債管理の規定が参考にされることは当然であるし、他方で

は、会社法の規律に拘束されずにより効率的・合理的な社債管理のあり

方を考える機会でもある。その意味で、社債管理人制度の提唱は、より

根本的に、社債の管理者の手続上の地位を考察する契機として捉えてお

くべきであろう。
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2 ソブリン・サムライ債における「債券の管理会社」の

手続上の地位

(1) アルゼンチン債事件判決が提起した手続上の問題点

本件は、上記の社債管理人と同様、会社法が適用されないソブリン・

サムライ債の債券の管理会社の法的地位、とくに債券償還等請求事件に

おける原告適格（訴訟担当）の有無が争点となった事件である。その結

論はともかく、契約構成に基づいて債券管理会社の手続上の地位に関す

る法的問題点を詳細に論じた点で、第 1審判決、控訴審判決ともに、重

要な意義を有する。

以下では、それぞれの事件と判決を詳しく紹介し、その問題点を確認

しておくことにする。

(2) アルゼンチン債償還請求事件第 1審判決（東京地判平成 25・1・28判

時 2189号 78頁、金法 1981号 125頁）

ア 事案の概要

Y（アルゼンチン共和国）は、平成 8年 12月から平成 12年 9月までの

間にわが国において 4回にわたり、発行額面総額 1915億円に上る円貨

債券（いわゆるサムライ債。以下、各回の円貨債券を総称して「本件各回債」

という）を発行したが、その際、銀行である Xら（新生、三菱東京 UFJ、

みずほコーポレート各銀行。特定するときは、それぞれ X1、X2、X3という）

が、Yとの間で、本件各回債について管理委託契約を締結した（以下、

各回の管理委託契約を総称して「本件管理委託契約」という）。Yは、平成

13年 12月 24日、財政負担等を理由として公的対外債務の元利金につ

いて一時支払停止を宣言した。また、その後は、債務整理のための措置

を講ずる権限を大統領に与える関係法令に基づいて、公的債務の支払期

限を繰り延べ、順次到来した利息支払日または債券償還日に、本件各回

債の利息の支払や償還をしなかった。そこで、Xらは、本件各回債につ

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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いて、償還日が到来したか、または Yが期限の利益を喪失したこと、

および Xらは、本件各回債の債権者のための債券管理権限の一環とし

て訴訟追行権および償還金等の受領権限を有することなどを主張して、

本件管理委託契約第 2条（1）およびこれと一体をなす債券の要項第 4

項（以下、合わせて「本件授権条項」という。内容は後掲）に基づき、Yに

対し、任意的訴訟担当として、債券の償還並びに約定利息および遅延損

害金の支払（以下、「償還等」）を求めた。本件請求は、次に述べるエク

スチェンジ・オファーに応答のなかった債券に係る償還等の請求であ

る。

X2は、平成 15年 12月 18日、Yが少なくとも第 5回債の元金 200億

円（当時 3000万米ドル相当額以上）の支払をけ怠し、それが継続してい

ることを理由に、第 6回債および第 7回債について、本件期限の利益喪

失特約に基づき、書面により期限の利益喪失宣言を発した。また、Y

は、平成 17年および平成 22年に、新たに発行する債券と本件各回債と

の交換を募集し（エクスチェンジ・オファー）、これに応じた本件各回債

の債権者に対し、交換債券を発行した。このうち、平成 22年のエクス

チェンジ・オファーに当たり、X2および X1に対し、債券の交換事務

を委託し、X2および X1は、これを受託した。

本件各回債の要点は、以下のとおりである。

＜第 4回債＞

Yは、発行に当たり、平成 8年 12月 11日、X2（商号の変更があった

が、X2で統一する）、X3および X1との間で、管理委託契約を締結した。

上記管理委託契約に基づき、第 4回債の債券（利札を含む。以下同じ）

の調製および交付並びに払込金の受領を受託した X1は、債券の元引受

け等を約した幹事証券会社（他の回債における幹事証券会社と併せて「本

件元引受会社」という）から、平成 8年 12月 20日、買取代金純額（債券

の発行価額総額から幹事証券会社の約定手数料等を控除した残額。以下同じ）

を受領したことにより、第 4回債として 1000万円券 3792口および 100
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万円券 1万 2080口（発行額面総額 500億円）が発行された。

第 4回債の権利の内容は以下の通り。

（ア）元金（償還額） 債券の券面額

（イ）元金の償還日 平成 14年 12月 20日

（ウ）利率 年 5パーセント （以下、利息の支払方法等略）

＜第 5回債＞

Yは、平成 11年 12月 7日、X2との間で、管理委託契約を締結した。

第 5回債として、1億円券 37口および 1000万円券 1630口（発行額面

総額 200億円）が発行された。

第 5回債の権利の内容は、以下の通り。

（ア） 元金（償還額） 債券の券面額

（イ） 元金の償還日 平成 15年 12月 17日

（ウ） 利率 年 5. 4パーセント （以下、利息の支払方法等略）

＜第 6回債＞

Yは、平成 12年 5月 29日、X2との間で、管理委託契約を締結した。

第 6回債として 100万円券 6万口（発行額面総額 600億円）が発行さ

れた。

第 6回債の権利の内容は、以下の通り。

（ア） 元金（償還額） 債券の券面額

（イ） 元金の償還日 平成 16年 6月 14日

（ウ） 利率 年 5. 125パーセント （以下、利息の支払方法等略）

（カ） 期限の利益喪失特約

Yが、元本総額が 3000万米ドル（または他の通貨による 3000万米ドル

相当額。以下同じ）以上の Yの公的対外債務の期限の利益喪失（任意ま

たは強制的な期限前弁済若しくは償還による場合を除く。）を招来する事由

若しくは条件が発生し、または元本総額が 3000万米ドル以上の公的対

外債務の元本、プレミアム若しくは期限前弁済料または利息の支払をそ

の支払期日にけ怠し、係るけ怠が所定の猶予期間を超えて継続している
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場合、X2は、その裁量により未償還の第 6回債の全てが期限の利益を

喪失し直ちに支払われるべき旨を Yに対して書面により宣言すること

ができる。X2によりこの宣言がされたときは、Yは、第 6回債の未償

還額面総額につき、期限の利益を喪失し、額面金額に経過利息を付して

直ちに支払う。

＜第 7回債＞

Yは、平成 12年 8月 28日、X2との間で、管理委託契約を締結した。

第 7回債として、1000万円券 3300口および 100万円券 2万 8500口

（発行額面総額 615億円）が発行された。

第 7回債の内容は、以下の通り。

（ア） 元金（償還額） 債券の券面額

（イ） 元金の償還日 平成 17年 9月 26日

（ウ） 利率 年 4. 85パーセント （以下、利息の支払方法等略）

（カ） 期限の利益喪失特約

第 6回債と同様の内容である（以下、この特約を第 6回債の期限の利益

喪失特約と併せて「本期限の利益喪失特約」という）。

本件管理委託契約およびそれと一体となるものとして別紙添付されて

いる債券の要項の内容は、以下のとおりである（なお、国際裁判管轄に

関する定めなど、判決の掲げる条項の一部を省略した）。

＜本件管理委託契約＞

第 1条（1）（中略）Yは、本契約の定めに従い、本債券の債権者（以下

「本債権者」という。）のために本債券に基づく弁済の受領、本債券に基

づく本債権者の債権の保全その他本債券の管理を行うことを債券の管理

会社に委託し、債券の管理会社〔第 4回債では Xら、その他は X2〕は

（第 4回債では「共同して」）係る委託を受けるものとする。（以下略）

第 2条（1）債券の管理会社は、本債権者のために本債券に基づく弁済

を受け、又は本債券に基づく本債権者の債権の実現を保全するために必
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要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限及び義務を有するものと

する。（以下略）

（2）債券の管理会社は、本債権者のために公平かつ誠実に債券の要項及

び本契約に定める債券の管理会社の権限を行使する。

（3）債券の管理会社は、本債権者のために善良なる管理者の注意をもっ

て債券の要項及び本契約に定める債券の管理会社の権限を行使する。

（4）省略

（5）債券の管理会社（第 4回債では「債券の管理会社の代表者」）は、（中

略）本債券に関する事項について本債券の期限到来までの間、随時 Y

に対して助言を与えるものとする。（以下略）

第 7条 Yは、以下の事実を表明し、保証する。

（イ）から（ト）まで省略。

（チ）Yによる関連諸契約の締結及び履行、本債券の発行及び販売並び

に本債券の条項の履行が公的又は政府の行為ではなく、私法上の商業行

為とみなされること。（以下略）

第 10条 （（1）〜（3）省略）

（4）Yは、Yによる本契約の不履行若しくは違反、あるいは本契約に基

づく債券の管理会社としての善意による作為若しくは不作為から又はそ

れらに関連して債券の管理会社に生じたいかなる損害若しくは債務、並

びに係る債務の請求に対する防御のための合理的範囲内の費用及び経費

につき、債券の管理会社に対して補償し、かつ、損害を被らないように

することを同意する。（以下略）

第 16条（1）Yは、次に掲げる本債券の発行事務の取扱いを債券の管理

会社（第 4回債では「債券の管理会社の代表者」）に委託する。

（ⅰ）本契約第 3条第（2）項に定める本債券の払込金の受領

（ⅱ）本契約第 4条第（1）項に定める本債券の債券及び利札の調製及

び交付

（ⅲ）本契約第 4条第（4）項及び第（3）項に定める応募者登録請求

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（13）



書の受領及び取扱い

（ⅳ）（第 6回債及び第 7回債では「（ⅴ）」）その他 Yと債券の管理会社

（第 4回債では「管理会社の代表者」）が協議の上必要と認める事務

第 18条 （1）（Ⅰ）Yは債券の管理会社に対し、本契約における本債券

の管理の委託（本契約第 16条第（1）項に定める事務の委託を含む。）に

関わる手数料として額面総額の 0. 03パーセント（第 5回債では「0. 06パ

ーセント」、第 6回債及び第 7回債では「0. 05パーセント」）に相当する金

額を払込期日に支払うものとする（第 4回債では「債券の管理会社の代表

者を通じてこれを支払うものとする」）。（以下略）

（Ⅱ）債券の要項第 11項に定める事由の発生後いつでも、又は債券の

管理会社が適切かつ必要と判断するか、Yの要請により債券の管理会社

（第 4回債では「管理会社の代表者」）及び Yが場合に応じて例外的性質を

有するか本契約上に通常予想される債券の管理会社の職務の範囲を超え

ていると合意する職務を行う場合、Yは、債券の管理会社に対し、当事

者間で合意される追加手数料を支払うものとする（第 4回債では「追加

手数料を、債券管理会社の代表者を通じて、支払うものとする」）。（以下略）

（2） Yは、（中略）本債券の管理その他本契約に定める債券の管理会

社（第 4回債では「債券の管理会社の代表者」）の職務に関し合理的かつ通

常必要な費用で債券の管理会社（同前）が立て替えた費用（中略）を債

券の管理会社（同前）に支払うものとする。

第 20条 （1）（中略）本契約より生ずる権利、義務は、全て日本法に準

拠し、かつ、これに従って解釈されるものとする。（以下略）

＜債券の要項＞

4．債券の管理会社

（中略）債券の管理会社は、本債権者のために本債券の弁済を受け、

又は本債券に基づく本債権者の債権の実現を保全するために必要な一切

の裁判上又は裁判外の行為をなす権限及び義務を有する。（以下略）

上智法学論集 第 59巻 1号（2015年）

（14）



11．期限の利益喪失事由

Yにおける行政決定、命令又は法令によると否とを問わず、以下の

（イ）号ないし（ホ）号に掲げる期限の利益喪失事由（中略）のいずれ

かが発生し、かつ継続している場合、債券の管理会社は、その裁量によ

り未償還の本債券の全てが期限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨

を Yに対して書面により宣言することができる。（中略）

（イ）Yがいずれかの本債券の利息の支払を支払期日にけ怠し、係るけ

怠が 30日間継続している場合

（ロ）及び（ハ）省略

（ニ）Yの公的対外債務に係る元本又は利息の支払に関して、Yによ

ってモラトリアムが宣言された場合

（以下略）

18．準拠法及び裁判管轄

Yによる本債券の発行に関する授権を除き、本債券（中略）に基づく

本債権者を含む全ての当事者の一切の権利及び義務は、全て日本法に準

拠する。（以下略）

イ 判決の要旨（訴え却下）

争点ごとの第 1審裁判所の判断は次のとおりである。

1 Xらは、本件訴訟について、任意的訴訟担当として当事者適格を有

するか（主権免除の有無の争点に先立って判断）

「（1）訴訟における当事者適格は、財産権上の請求における原告につ

いていえば、訴訟物である権利又は法律関係について管理処分権を有す

る権利主体が当事者適格を有するのが原則であるが、第三者であって

も、直接法律の定めるところにより一定の権利又は法律関係につき当事

者適格を有することがあるほか、本来の権利主体からその意思に基づい

て訴訟追行権を授与されることにより当事者適格が認められる場合もあ

り得ると考えられる。このような任意的訴訟担当は、民訴法が訴訟代理

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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人を原則として弁護士に限り、また、信託法 10条が訴訟行為をなさし

めることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般に

無制限にこれを許容することはできないが、当該訴訟担当がこのような

制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める合理的必要が

ある場合には、これを許容するのが相当である。（昭和 45年最判〔最高

裁昭和 45年 11月 11日大法廷判決・民集 24巻 12号 1854頁〕参照）」とし、

この判断基準に従って検討を加えるとする。

「（2） 訴訟追行権の授与について

ア 本件管理委託契約第 2条（1）及び債券の要項第 4項は、本件授

権条項を定めるところ、本件授権条項は、その内容に照らせば、Yを要

約者、Xらを諾約者、本件各回債の債権者を第三者とする第三者のため

にする契約であると認めるのが相当である。

イ 次に、Xらは、本件授権条項が訴訟追行権の授与に関する第三者

のためにする契約であるとしつつ、本件元引受会社の引受行為や債券譲

受行為等を根拠に、本件各回債の債権者らによる受益の意思表示があっ

たと主張する。

そこで検討すると、Xらは、Yから本件管理委託契約に定められた手

数料を受け取ることに加えて（本件管理委託契約第 18 条（1））、Yによ

り、本件管理委託契約に係る Yの不履行や Xらの善意による作為等に

より Xらに生じた損害等について、Yがこれを補償し、かつ、Xらに

損害を被らせないことを約束されている（本件管理委託契約第 10 条

（4））。のみならず、本件管理委託契約上、Xらは、本件各回債に関する

事項について、期限到来までの間、Yに対して随時助言を与えることと

なっており（本件管理委託契約第 2条（5））、期限到来後においても、X

らが債券管理会社として通常予想される職務を超える職務を行う場合が

あり、それに対して Yが手数料を支払うことも予定されている（本件管

理委託契約第 18条（1）（Ⅱ））。加えて、本件委託契約上、債券の管理に

関し Xらが立て替えた費用は一定の要件の下で Yが負担することとな
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っている（18条（2））。そして、本件訴訟の提起後、Xらは、本件管理

委託契約の上記条項に基づいて、Yに対し、本件訴訟の追行に要した弁

護士報酬を請求しているのであって〔証拠略〕、Xらは、Yの費用負担

の下において、債権者のために本件訴訟を追行する形となっているばか

りか、X2及び X1は、Yの委託を受けて、Yのために、本件各回債の

債権者との間で、和解的要素を含む平成 22年エクスチェンジ・オファ

ーの事務を取り扱っているのである。これらの点に照らせば、Xらが本

件各回債の債権者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うこと（本件

管理委託契約第 2条（2）、（3））を考慮しても、構造的かつ現実的に、X

らと当該債権者との間の実体的利益が共通していないばかりか、Xらと

本件各回債の債権者の利害が相反するおそれが多分にあるものというべ

きである。それにもかかわらず、本件管理委託契約等には、Xらと本件

各回債の債権者の利害が相反した場合において、当該債権者の利益を保

護するための規定は設けられていない。

加えて、前記説示のとおり、本件各回債の債権者は、Xらに対し、本

件授権条項により、当該債権者のために訴訟を追行させる権利を取得す

るとしても、Xらの訴訟活動いかんによっては、本件各回債に係る実体

上の権利を喪失するなどの重大な不利益を被るおそれもあるのである。

これらの点に照らせば、本件各回債の債権者の利益を保護するため

に、当該債権者に対し、本件授権条項により、Xらに訴訟追行権を付与

することについての利害得失を十分に理解させる必要があるとともに、

債権者の Xらに対する受益の意思表示は、その意思を看取するに足り

る明確なものでなければならないというべきである。

この点について、Xらは、まず、Yと本件元引受会社との間の本件各

回債の元引受契約ないしはその払込みをもって、受益の意思表示がある

と主張する。しかし、本件元引受会社が本件授権条項の存在を認識しな

がら元引受契約を締結したり、払込みをしたとしても、そのことをもっ

て、上述した受益の意思表示がされたものと認めることはできない。の

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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みならず、Xらは、本件元引受会社が受益の意思表示をし、受益者たる

地位が債券の移転とともに、旧債権者から新債権者に次々と移転すると

主張するが、Xらも自認するとおり、本件元引受会社が形式的に当初の

債権者となることがあったとしても、本件元引受会社は、債券の払込日

において一般公衆に対して債券を譲渡することを予定しているのであ

る。そうとすれば、本件元引受会社が、Xらを訴訟担当として、本件授

権条項に基づき訴訟を提起することは本来予定されていないというべき

であって、本件元引受会社からの譲受人又はそれ以降の譲受人こそが、

本件授権条項につき Xらに対して受益の意思表示をするか否か重大な

利害関係を有するのが通常である。したがって、本件管理委託契約等を

締結した当事者の合理的意思解釈によれば、本件授権条項に規定する

「本債権者」とは、本件元引受会社からの譲受人又はそれ以降の譲受人

を指し、本件元引受会社は含まれないと解するのが相当である。さらに

付言するならば、仮に、本件元引受会社も上記「本債権者」に含まれ、

かつ、本件元引受会社が Xらに対して受益の意思表示をしたと認めら

れるとしても、当該受益の意思表示により、本件元引受会社が Xらに

対して取得した「訴訟を追行させる権利」等が、債券の譲渡と共に、当

然に新債権者に移転すると解することもできない（新債権者が、本件元

引受会社において、受益の意思表示をしたことや、その結果、Xらと本件元

引受会社との間で権利義務関係（本件授権条項は、他方において、Xらに対

し、訴訟追行権という権利を付与するものであるとともに、上記説示のとお

り債権者が重大な不利益を被るおそれを伴うものでもある。）が発生したこと

を認識していたことすら、これを認めるに足りる証拠はない。）。

次に、本件元引受会社からの譲受人又はそれ以降の譲受人が何らかの

債券譲受行為をしたであろうことは抽象的には推認できるにせよ、当然

ながらその相手方は Xらとは考えられない。まして、これら譲受人が

一切特定されていない本件において、当該譲受行為において、当該譲受

人が、本件授権条項につき、いかなる意思表示をしたのかは、証拠上一
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切明らかではない。したがって、本件元引受会社からの譲受人又はそれ

以降の譲受人が、Xらに対し、本件授権条項について、受益の意思表示

をしたものと認めることができないことは明らかである。

なお、Xらは、本件各回債の債権者が本件授権条項を認識した上で本

件各回債を取得したとして、当該債権者が Xらに対し直接訴訟追行権

を授与したとも主張するが、上記のとおり、債権者が一切特定されてい

ない中で、Xらに対し受益の意思表示があったとか、Xらとの間で訴訟

追行権授与の合意があったなどと認めることはできない。

以上によれば、Xらの上記主張は、採用することができない。」

「（3） 任意的訴訟担当の許容要件について

ア 上記説示のとおり、本件各回債の債権者による Xらに対する訴

訟追行権の授与を認めることはできないが、仮に当該訴訟追行権の授与

が認められるとしても、本件において Xらの任意的訴訟担当を認める

合理的必要性も認められないから、いずれにしても Xらの当事者適格

は認められないというべきである。」

イ すなわち、Xらは、本件各回債の債権者は、不特定多数かつ比較

的小口の債券しか持たない者であって自ら訴訟等を通じてその権利を行

使することが事実上困難であること、利害関係や訴訟対応が異なること

が予想されるから選定当事者の制度が十分機能するとも考え難いこと、

Xらは個々の債権者よりも訴訟追行に必要な情報等を豊富に有している

ことなどを理由として、Xらの任意的訴訟担当を認めることについて合

理的必要性があると主張する。

しかし、そもそも、本件各回債の券面額は、100万円、1000万円及び

1億円の 3種類であって、本件訴訟に限ってみれば、請求の対象である

未償還債券に 1億円券は含まれていないものの、100万円券や 1000万

円券を小口の債券と評することが相当でないのはもちろんであるし、そ

のような額面の債券を取得する者が自ら訴訟等を通じて権利行使するこ

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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とが困難であるともいえない。

この点、本件訴訟で請求されている債券の口数をみれば、本件各回債

の債権者のうち相当数の者が、自ら訴訟提起をせず、かといってエクス

チェンジ・オファーにも応じないまま現在まで権利の満足を得ていない

ことがうかがわれる。しかし、当該債権者らが権利行使を差し控えてい

る理由は明らかではなく、あえて訴訟を提起して債務名義を取得するこ

とを希望しているのか否かも不明である。のみならず、仮に、権利行使

を差し控えている理由が権利行使がコストに見合わないとの判断にある

としても、そのような事態はこの種債券に限らず一般に起こり得る事柄

であって、何をもって本件各回債を他の権利と区別して任意的訴訟担当

を認める合理的必要性を肯定し得るのかは明らかでない。

しかも、本件訴訟では債権者は一切特定されていないのであって、当

然ながら債権者らが訴訟追行に必要な資力や情報を有しないとか、弁護

士に訴訟委任することが困難であるとの事実を認めるべき証拠も一切な

い。

また、多数の債権者の利害関係や訴訟対応が異なり得ることを理由に

選定当事者制度の利用が困難であるとの主張も、もしそうであるなら

ば、そのような多様な債権者の個性を捨象して、個々の債権者の名を一

切明らかにすることなく全員のために一律に自らを訴訟担当者と任じて

Xらが本件訴訟を提起、追行することの合理性も疑問といわなければな

らない。

加えて、前記説示のとおり、本件においては、Xらと本件各回債の債

権者との間の実体的利益が共通していないばかりか、Xらと当該債権者

の利害が相反するおそれが多分にあることを考え併せると、本件各回債

の債権者が、自ら訴訟を提起するのではなく、このような立場にある X

らを任意的訴訟担当として訴訟を追行する合理的必要性は一層認め難い

というべきである。

なお、Xらは、社債管理会社にも、社債権者の保護に資するという観
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点から訴訟追行権が認められているから、社債管理会社とパラレルに解

される Xらに対し訴訟追行を認めることには、合理的必要性があると

も主張する。しかし、社債と本件各回債とでは、債権者保護の規定の有

無等異なる面が存することが否定できない上、社債については、具体的

事案を捨象して、合理的必要性の有無にかかわらず、社債管理会社が訴

訟を追行することが法定されているのであるから、社債において、社債

管理会社が訴訟追行者と法律上定められていることをもって、本件にお

いて、Xらが訴訟追行をすることの合理的必要性を肯定することはでき

ないというべきである。

Xらは、本件訴訟を提起したことを新聞紙上に公告するなどしている

が〔証拠略〕、上述したところによれば、当該公告等により周知方法を

尽くした上で、本件各回債の債権者のうち、訴訟の提起を希望する者を

募り、その結果、集まった債権者らに対し、Xらが保有する情報を提供

するなどの協力をして、当該債権者らが訴訟を提起、追行することを促

せば十分であって、あえて Xら自らが訴訟を提起することまで認める

合理的必要性は見い出し難いというほかはない（このことは、エクスチ

ェンジ・オファーをするなどして債券の支払を延期している外国国家である

Yに対して、現段階で債務名義を取得することの意義や、本件各回債に係る

債権の時効期間は 10年間であり、かつ、平成 17年 7月 14日頃に時効が中断

しているとの Xらの主張等を考え併せればなおさらである。）。

ウ 以上によれば、本件訴訟において、Xらの任意的訴訟担当を認め

ることには合理的必要性があるともいえないから、この観点からも、X

らの当事者適格は認められない。

2 以上の次第であり、Xらの当事者適格を認めることはできないから、

その余の点について判断するまでもなく、本件訴えは、いずれも不適法

であり、却下を免れない。」

ウ 第 1審判決の評価
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本判決については、多くの評釈等が公表されているが、そのほとんど

が判決の結論に反対である（15）。私見もそれに与することとなるが、本

判決が、よく考えられた詳細な判決理由で基礎づけられていることもた

しかであり、本論文が検討する他の問題と関係でも十分な吟味を必要と

する判決である。そこで、以下では、第 1審判決の判断を、大きく 4つ

の部分（下線部）に分け、それぞれについてのこれまでの議論状況を踏

まえて検討しておきたい。

① 本件授権条項の法的性格は、Yを要約者、Xらを諾約者、本件各回

債の債権者を第三者（受益者）とする第三者のためにする契約である

（判決要旨 1（2）ア）

本判決が、本件授権条項を第三者のためにする契約と性格づけること

については、これを支持する見解もある（16）。ただ、発行体、管理者お

よび債権者の三者（三面）契約の可能性を示唆する見解（17）や、本判決

の考える第三者のためにする契約は個別取引法的な発想がきわめて強い

として、債券をめぐる法律関係の集団性・団体性を踏まえた約款的な性

格を前提にすると、第三者のためにする契約構成が必然的か疑問が生ず

るという評価（18）もある。さらに、本件の事例も含めて、債券の要項に

基づいて、債券の管理権限等を規律する商慣習が認められる場合には、
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（15） 本判決の評釈には、以下のものがある。上田竹志・法学セミナー 710号（2014年）

110頁、同・私法判例リマークス 49号（2014年）106頁、坂井豊＝渡邉雅之・NBL998

号（2013 年）4 頁、長瀬威志＝門口正人・判例時報 2202 号（判例評論 659 号）（2014

年）153頁、長谷川俊明・国際商事法務 42巻 2号（2014年）194頁、渡辺惺之・私法

判例リマークス 49号（2014年）142頁。また、本判決を検討対象とする座談会として、

青山善充＝大類雄司＝神田秀樹＝松下淳一＝山田誠一「サムライ債の債券管理会社によ

る訴訟追行の可否：東京地判平 25. 1．28をめぐって」金融法務事情 1981号（2013年）

6頁、米田・前掲注 5）がある。

（16） 長瀬=門口・前掲注 15）158頁。

（17） 青山ほか・前掲注 15）19頁〔神田秀樹〕。

（18） 青山ほか・前掲注 15）15頁〔松下淳一〕。



それを説明する法的構成において学説上一致した見解がないとしても、

結論として本件授権条項をはじめ債券の要項に定められた管理会社の権

限を肯定すべきとする見解もある（19）。

ところで、この第三者のためにする契約説は、一般に、本件授権条項

に会社法が適用（ないし準用・類推適用）されないことを前提とするか

ら、サムライ債への会社法の適用関係に関する議論について、ここでふ

れておきたい。会社法の立法担当者は、サムライ債へのわが国の会社法

の適用について次のように説明する。まず、外国の会社が日本国内で日

本法に依拠して債券を発行する場合（コーポレート・サムライ債）に関し

ては、外国会社は会社法 2条 1号の会社には当たらないから、「会社」

が行う行為によって発生する同条 23号の「社債」にも当たらない。し

たがって、たとえその債券が「社債」という名称であり、債券発行契約

の内容として、会社法と重なる内容が合意されても、そこで規定された

社債の管理に関する事項等は、会社法ではなく、契約の規律にしたが

う、とされる（20）。ソブリンのサムライ債については、コーポレートの

サムライ債よりも、会社法の規律から離れることから、その適用はもち

ろん、準用・類推適用も否定されるのが一般である（21）。

他方、仮に、会社法の準用や類推適用が可能としても、社債管理者の

地位に関する理解をそのままサムライ債の債券の管理会社に当てはめる

ことができるわけではないことにも注意しておく必要がある。会社法上

の社債管理者の権限や義務については、第三者のためにする契約として

の社債管理委託契約の効力に基づいて説明しようとする有力な見解（22）

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（23）

（19） 米田・前掲注 5）38、46頁。

（20） 相澤哲＝葉玉匡美「社債」相澤編『立法担当者による新・会社法の解説』（別冊商事

法務 295号）（2004年）170頁、相澤ほか・前掲注 5）617頁。

（21） 西村総合法律事務所『ファイナンス法大全（上）』（商事法務、2003年）41頁〔石津

卓＝金子敦紀〕、長瀬=門口・前掲注 15）155頁等参照。ただし、米田 32頁？

（22） 吉戒修一『平成 5年・6年商法改正』（商事法務研究会、1996年）274頁。松下淳一

「社債管理会社の地位・権限と民事手続法の関係について」学習院大学法学雑誌 31巻 1

号（1955年）37頁も参照。



は存在するものの、平成 5年の商法改正後および会社法の下での通説

は、社債管理者は、社債権者の法定代理人であるとしている（23）。ただ、

これに対しては、会社法制定前の社債管理会社および担保の受託会社

（以下、この学説の紹介に際しては、単に「社債管理会社」という）の訴訟

法上の権限は、法定代理ではなく、法定訴訟担当であると主張する有力

学説がある（24）。すなわち、民事訴訟法は非顕名代理を想定していない

ところ（民訴 133条 2項 1号参照）、仮に、旧商法 309条の 5（現会社 708

条）の意義につき、本人の表示を、たとえば「何何会社の第何回社債社

債権者」とすることで足る（平成 5年商法改正の際の立法担当者の説明）

という考え方（緩和された顕名主義）と理解するとしても、法定代理構

成では、①社債管理会社による訴訟の係属中に個別の社債権者が死亡ま

たは合併した場合（民訴 124条 1項 1号、2号により係属中の訴訟は中断し

〔ただし、同条 2項参照〕、しかも通常共同訴訟についての 39条の適用によ

り、死亡等した各社債権者との関係でのみ訴訟が中断する）、および②同じ

く訴訟係属中に社債権が譲渡（特定承継）された場合（訴訟承継主義によ

り、訴訟物は譲渡人の社債権のままだから、被告発行会社によって社債権譲

渡の事実が抗弁として主張されれば、譲渡人の請求だけ棄却される可能性が

ある）に関して、少なくとも理論的に説明困難な状況が生ずる。また、

社債の償還等請求訴訟の勝訴判決の強制執行の場面においても、上記の

ような訴訟係属中の社債権の譲渡があったときには、判決上の原告の記

載（譲渡人を含む）と執行申立書における執行債権者の記載（民執規 21

条 1号）（譲受人を含む）に齟齬が生じるため、本来は承継執行文（民執

27条 2項）が必要だが、執行力が譲受人に及ぶ根拠（手続的には承継執

行文付与の要件）の理論的説明が難しいなどの問題がある、とする。そ
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（24）

（23） いわゆる約定権限との関係でも、法定代理人と解されていることについては、前掲注

1）参照。

（24） 山本克己「社債管理会社および担保の受託会社の訴訟上の地位について──代理と訴

訟担当の境界事例の一つとして──」京都大学法学部創立百周年記念論文集第 3巻（有

斐閣、1999年）545頁。



こで、旧商法 309条の 5（現会社 708条）が意図している「利益帰属主

体である社債権者の匿名化」は、訴訟法上は、法定代理構成では成功せ

ず、法定訴訟担当（および失効担当）がふさわしいとされるのであ

る（25）。この見解によれば、社債の元利金支払請求訴訟等の原告の記載

は、「○○株式会社××回普通社債社債管理会社 株式会社△△銀行」

などととなり、訴訟係属中に社債管理会社が欠けたときは訴訟手続は中

断し（民訴 124条 1項 5号。ただし、同条 2項参照）、個々の社債権者の死

亡、社債権の譲渡等は、訴訟手続に影響しない。また、社債管理会社の

提訴後も社債権者は当事者適格を維持するが、原告として自ら訴えを提

起するには共同訴訟参加（民訴 52条）によらなければならず（参加後の

訴訟形態は、類似必要的共同訴訟であるが、共同訴訟参加をした社債権者の

権利の帰属に関する争点については、通常共同訴訟の訴訟原則である民訴 39

条が適用されるという）、別訴は、被告＝社債発行会社の応訴負担を考慮

して二重起訴禁止（民訴 142条）に触れると論ずる（26）。

以上の有力説は、旧商法下の社債管理会社（論旨は、会社法上の社債管

理者にも妥当すると解される）の訴訟手続の地位につき、法定の権限であ

ることを前提にしつつ、法定代理と訴訟担当を詳細に比較し、社債権者

の匿名化という現会社法 708条の趣旨を実現するためには、（法定）訴

訟担当がより優れていると主張するものであり、手続理論的には、十分

な説得力をもつものと評価できる。ただ、この説は、少なくとも社債管

理者＝法令上の代理人（任意代理人の一種）説（27）を根拠づけるための社

債管理委託契約＝第三者のためにする契約構成を否定しているから、会

社法の社債管理者の権限に関する規定が適用されない債券等の管理人の

訴訟上の地位について、第三者のためにする契約に基づいて任意的訴訟

担当を認めることには否定的な立場をとるものと推測される。また、上

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（25）

（25） 山本・前掲注 24）580頁。

（26） 山本・前掲注 24）583-584頁。

（27） 松下・前掲注 22）43頁注（3）のとる立場である。



記学説の検討対象は、法律によって与えられた権限が（法定）代理か

（法定）訴訟担当かに関する比較検討が中心であり、本論文とは基本的

な問題関心を異にする。それにもかかわらず、上記学説が訴訟担当につ

いて論ずる内容は、本論文にとっても参考になる部分があり、本論文後

半で改めて取り上げることにしたい。

② 本件授権条項により、受益者である債権者が諾約者である Xらに

訴訟追行権を授与したといえるためには、債権者の利益保護のために、

Xらに対して訴訟追行権を授与することについての利害得失を十分に理

解させる必要があるとともに、債権者の Xらに対する受益の意思表示

は、その意思を看取するに足りる明確なものでなければならない（判決

要旨 1（2）イ前半部分）。判決は、これを裏付ける事情として、以下の

点を挙げる。

ⓐ本件管理委託契約上、Xらは被告から社債管理業務や被告に対する

助言（期限到来後も含む）に対して手数料を受け取り、Xらに生じた一

定の損害等は被告により補償され、さらに債権の管理に関して Xらが

した立替費用は、一定の要件の下で被告が負担すると規定されているこ

と

ⓑ Xらは、上記条項に基づいて本件訴訟の弁護士報酬を被告に請求

しているばかりか、Xらは被告の委託を受けて、被告のために本件各回

債の債権者との間で「和解的要素を含む」平成 22年エクスチェンジ・

オファーの事務を取り扱っていること

ⓒ上記ⓐおよびⓑの点に照らせば、── Xらの誠実義務や善管注意

義務等を考慮しても──「構造的かつ現実的に」、Xらと本件各回債の

債権者との間の実体的利益が共通しておらず、両者の利害が相反するお

それがあるにもかかわらず、本件管理委託契約等には、かかる利害相反

の場合において、当該債権者の利益を保護するための規定は設けられて

いないこと
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ⓓ本件授権条項により本件各回債の債権者は Xらに対して当該債権

者のために訴訟を追行させる権利を取得するとしても、Xらの訴訟活動

の如何によっては、当該債権者は実体上の権利を失うなど、重大な不利

益を被るおそれがあること

本件各回債の債権者の Xらに対する受益の意思表示は、明確なもの

でなければならないという上記②の判断は、本判決の重要なポイントで

あるが、まさにそのことのゆえに、この判示内容に対する批判はとくに

強い。まず、一般的なものとしては、多数の債券をめぐる集団的・団体

的な法律関係においては、約款的な処理がふさわしいという前述の立場

から、明確な意思表示を求めることには違和感があるとする見解があ

る（28）。また、本件各債権者の明確な受益の意思表示を要すると解する

と、被担当者の流動性に対応した匿名化機能や権利救済の実効性拡大機

能を有する任意的訴訟担当の余地がなくなる点も、批判の対象となって

いる（29）。授権の意思表示を厳格に求めることは、たしかに「利益帰属

主体のための」任意的訴訟担当のために正当であるようにみえるが、同

時に任意的訴訟担当を積極的に生かす道を閉ざすことにつながる。法律

の規定がないと、事実上、債券の管理会社は全債権者のために自己の名

で訴訟追行ができないということになれば、サムライ債等多様な債券発

行市場のニーズに対応した債券管理（債券保有者の保護）の仕組みの構

築の可能性は大きく制限されることになろう。本判決の②の判断に対す

る批判においては、このような点に配慮した解釈の必要性が指摘されて

いるように思われる。

次に、判決が具体的な根拠として挙げる点のうち、ⓐについては、特

定の業務の費用負担者とその業務の受益者が異なる例は他にもあるが、

特に問題視されているわけではないと反論され（30）、ⓑについては、多

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（27）

（28） 青山ほか・前掲注 15）15頁〔松下〕。

（29） 上田・前掲注 15）（私法判例リマークス）109頁、渡辺・前掲注 15）145頁等。



くの論者が、エクスチェンジ・オファーは、登録事務等も行っていた管

理会社が担当するのが効率的との判断の下に、機械的な事務だけ取り扱

ったに過ぎない（利益相反の根拠とはならない）などと批判する（31）。ま

た、ⓐおよびⓑを受けたⓒについては、実務上管理会社となることが多

い銀行が善管注意義務等に違反して債権者に損害を与えるような行為を

行うことは現実にはありえないし、仮に違反があったら、管理会社は損

害賠償責任を負うだけでなく、会社 710条 2項が類推適用される可能性

も少なくない、と反論されている（32）。

さらに、ⓓの点については、本件債権者の Xらに対する債権が発生

するだけでなく、本件債権者から Xらに対する訴訟追行権限を含む事

務処理権限の授与が伴っていることから、受益の意思表示の認定が慎重

にならざるを得ない点は、理解を示す見解もある（33）。ただ、同時に、

（i）本件授権条項の内容を、保存行為のように受益者である本件各回債

の債権者の不利益にならない行為に限定できるのであれば、元引受会社

による受益の意思表示とその効果の権利移転による移転という構成の困

難さは緩和されるはずである（34）、（ⅱ）Xらの訴訟追行により本件各回

債の債権者に生じうる不利益は、当該債権者自身が提訴し訴訟追行する

ことによって勝訴の結果を期待できるかということとのバランスで考え

るべきである（35）、（ⅲ）本件各回債の債権者は、訴訟追行権を Xらに

授与しても、自ら訴え提起を含む権利行使を行うことが禁じられるわけ

ではない点にも配慮すべきである（36）、などの指摘がなされている。
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（28）

（30） 米田・前掲注 5）39頁。株式会社の会計監査人（受益者は株主や会社債権者）がその

例として挙げられる。

（31） 青山ほか・前掲注 15）16頁〔大類雄司〕、米田・前掲注 5）39頁等。

（32） 米田・前掲注 5）39-40頁。なお、本判決が、「構造的かつ現実的に」としていること

に関してのコメントとして、青山ほか・前掲注 15）14頁〔神田〕参照。

（33） 青山ほか・前掲注 15）13頁〔山田誠一〕

（34） 青山ほか・前掲注 15）13頁〔山田〕。

（35） 青山ほか・前掲注 15）17頁〔神田〕。

（36） 米田・前掲注 5）31頁参照。大判昭和 3・11・28民集 7巻 1008頁（担保附社債の受



③ 本件では、上記のような、明確な受益の意思表示が認められない

（判決要旨 1（2）イ後半部分）。

ⓐ Xらは、Yと本件元引受会社との間の本件各回債の元引受契約な

いしはその払込みをもって、受益の意思表示があるとするが、元引受契

約の締結等をもって受益の意思表示をしたとはいえないし、形式的に当

初債権者にとなるにすぎない本件元引受会社は、本件授権条項に規定す

る「本債権者」に含まれないと解される。

ⓑ仮に、本件元受会社が「本債権者」に含まれ、かつ受益の意思表示

をしたと認められるとしても、それにより本件元引受会社が Xらに対

して取得した「訴訟を追行させる権利」等が、債券の譲渡と共に、当然

に新債権者に移転すると解することもできない。

ⓒ元引受会社からの債権譲受人またはそれ以降の譲受人の債権譲受行

為があったことは抽象的には推認できるが、その相手方が Xらとはい

えないし、ましてや譲受人が一切特定されていない本件では、譲受人が

本件授権行為についていかなる意思表示をしたかは証拠上明らかでない

から、上記譲受人が Xらに対して、本件授権条項について受益の意思

表示をしたということもできない。

ⓓ（なお書きで）Xらは、本件各回債の債権者が本件授権条項を認

識した上で本件各回債を取得したことにより、Xらに対し直接訴訟追行

権を授与したとも主張するが、債権者が一切特定されていない中で、X

らに対し受益の意思表示があったとか、Xらとの間で訴訟追行権授与の

合意があったなどと認めることはできない。

③は、Xらの主張に沿って、②の判断を当てはめた部分でいえるが、

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（29）

託会社に社債の償還請求権限が認められている場合でも、社債権者は自ら社債権の行使

ができるとした）。本件で Xらのした公告においても、債券保有者の個別的権利行使が

可能であることが明記されていた。たとえば、次の URLを参照。http://www.bk.mufg.jp/

info/argentine/info_saiken.html（2015年 3月 27日閲覧）



ⓒおよびⓓのように、元引受会社からの債権譲受人またはそれ以降の譲

受人の不特定性を前提にすれば、債権者の明確な受益の意思表示を認定

することが極めて困難となるのは、当然の結果である。比較的受け入れ

やすいと考えられたのが、起債段階で密接に関与し、特定可能な元引受

会社が（明確な）受益の意思表示をし、元引受会社と Xらとの間に形成

された法律関係が、各回債の権利の移転に伴って移転する、という構成

であったが、本判決（ⓐおよびⓑ部分）は、本件元引受会社は授権条項

にいう「本債権者」ではなく、仮にそうであったとしても、本件元引受

会社の取得した「訴訟を追行させる権利」等が、債券の譲渡とともに新

債権者へ移転するとはいえない、という理由でかかる Xらの主張を排

斥したのである。

④ 訴訟担当を認める合理的必要性は認められない（判決要旨 1（3）部

分）。

ⓐ本件訴訟の請求対象である 100万円、1000万円券は小口債券と評

することが相当でなく、これらの債権者が自ら訴訟を起こすことも困難

とはいえないこと

ⓑ本件債権者が、権利行使もせず、エクスチェンジ・オファーにも応

じない理由は明らかでなく、訴訟を提起して債務名義の取得を希望して

いるかは不明であること

ⓒ仮にコスト面で権利行使を控えているとしても、同様な状況が生じ

うる他の権利と区別して、本件だけ任意的訴訟担当を認める理由は明ら

かでないこと

ⓓ債権者は一切特定されず、訴訟追行に必要は資力や情報をもたない

とか、弁護士への訴訟委任が不可能とかいう事実も、証拠上明らかでな

いこと

ⓔ多数の債権者の利害関係等が異なり選定当事者制度の利用ができな

いというのなら、一律の訴訟担当も疑問であること
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ⓕ Xらと本件（各回債）債権者の実体的利益が共通せず、利益相反の

おそれが多分にあることを考え合わせると、Xらが訴訟追行をする合理

的必要性は一層認めがたいこと

ⓖ（なお書において）、Xらは、自らが社債管理会社（会社法では社債

管理者）とパラレルな地位にあることを根拠に、Xらによる訴訟追行の

合理的必要性があるというが、「社債と本件各回債とでは、債権者保護

の規定の有無等異なる面が存することが否定できない上、社債について

は、具体的事案を捨象して、合理的必要性の有無にかかわらず、社債管

理会社が訴訟を追行することが法定されているのであるから」社債管理

者に関する法的規律は、Xらが訴訟追行をすることの合理的必要性を肯

定する根拠とはならないこと

ⓗ Xらは、本件でも行った訴訟提起に関する新聞紙上での公告等に

より、希望者に情報提供などの協力をして、当該債権者らが訴訟を提

起、追行することを促せば十分であって、あえて Xら自らが訴訟を提

起することまで認める合理的必要性は見い出し難いこと

④の判示の冒頭部分において、訴訟追行権限の授与は、①〜③までの

判断により否定されるが、仮にそれが認められるとしても、任意的訴訟

担当の合理的必要性は認められないと述べられていることからみて、④

の判断は、③までの授権=明確な受益の意思表示の不存在の判断とは別

個の、本来結論には影響しない傍論的判断と位置づけられているとみら

れる。もっとも、④で述べられている具体的内容は、利益相反の可能性

など②で取り上げられている要素と重なる点が多いことから、④と②の

関係については、さらに議論の余地があろう。いずれにせよ、本判決が

④で取り上げている具体的根拠についても、批判が強い。

まずⓐについては、（ⅰ）投資家は、管理会社による権利行使を期待

しており、自分で権利行使しなければならないとするとコスト的負担が

大きいと感じるし、商品性も下がるから、発行体のためにもならない、

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（31）



（ⅱ）バラバラに訴訟がなされ、とくに結論が異なることになると手続

的にも混乱が生ずる、などと批判される（37）。また、理論的には、（ⅰ）

本件の券面額は、会社法的には社債管理者設置債になることとバランス

を欠くこと（38）、また、（ⅱ）訴訟コストは、すでに債券発行のプロセス

の中で、少なくともその一部は Xらに約束された手数料（実質的負担者

は債権者）に含まれていると考えられるから、本件各回債の債権者が自

ら訴訟の提起を迫られるならば、実質的には 2重のコスト負担になると

いう考え方もありうるであろう（39）。

ⓑ〜ⓓにおいて、本判決は、任意的訴訟担当の必要性をあくまで具体

的に示すことを求めるのであるが、権利保全（本件では時効中断のための

訴訟提起）を求める債権者の意思、債券の管理会社による権利行使の必

要性、債権者による提訴や訴訟委任の困難などの事情は、債権者保護と

いう視点から類型的に判断すべきという批判（40）は正当であろう（そう

すると、ⓗの判断も見直しが迫られる）。ⓔとⓕについても、上述②のと

ころでも述べたように、利益帰属主体の匿名化や権利救済の効率化（も

ちろん、利益帰属主体自身による権利行使にも配慮することが前提）など任

意的訴訟担当の積極的機能に着眼すれば、任意的訴訟担当を妨げる理由

にはならないであろう（41）。ⓖでは、社債管理者の地位との類似性は、

任意的訴訟担当の合理的必要性を肯定する根拠にはならないとされた

が、資本市場における債券保有者や社債権者の保護を図るシステムを

（設置強制かどうか、発行体がどのような性格のものか、などの要素を捨象し
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（37） 青山ほか・前掲注 15）20-21頁〔松下〕

（38） 青山ほか・前掲注 15）22頁〔大類〕

（39） 上田・前掲注 15）（私法判例リマークス）109頁はこの点を指摘するように読める。

（40） 青山ほか・前掲注 15）21頁〔松下〕。

（41） 利益帰属主体以外の外部者の訴訟担当（権利主体のための担当）として、慎重に判断

すべきことは、たしかだとしながらも、債権者の合理的意思（債権の回収可能性）、債

権者の合理的無関心、債券保有者の匿名性、利益相反は直ちに合理的必要性を否定する

理由にはならないことなどの観点から、本件における任意的訴訟担当の合理的必要性は

十分に認めうると論ずるものとして、長瀬=門口・前掲注 15）158-161頁参照。



て）一体的・統一的にみる前述の立場（社債管理人につき、本論文 8頁参

照）に立てば、本判決とは異なった視点に立つことも可能なように思わ

れる（42）。

最後に、本判決における任意的訴訟担当の合理的必要性の判断には、

建物区分所有法の管理者制度との比較の観点からの批判があるので、簡

単にふれておきたい。すなわち、建物区分所有法の管理者（区分所有者

以外の者もなることができる）は、法律の規定に基づき、しかも規約また

は集会決議によって当事者適格が認められる点で、本件におけるサムラ

イ債の債券の管理会社とは異なるが、実質的には複数または多数の人に

帰属する権利を一つにまとめて、裁判外では区分所有者の代理人として

（区分所有 26条 2項本文）、また裁判上では訴訟担当という形で（同条 4

項）権利行使をする点では、両者に相当程度共通する面がある。そこ

で、この共通点を根拠に、本件の債券の管理会社の任意的訴訟担当につ

いて、合理的必要性を認めることができるのではないか、とする見解が

ある（43）。

（3）控訴審判決（東京高判平成 26・1・30第一法規判例データベース所収

（事件番号 28221320））

ア 控訴審における控訴人ら（Xら）の主張

上記第 1審の却下判決に対して、Xらが控訴した。控訴審における控

訴人らの主張は、次にみる判決理由においても示されているので、ここ

では、その要旨を箇条書きするにとどめる。

（1） 旧商法の規定の類推適用

（2） 受益の意思表示

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（33）

（42） 過去には、サムライ債の管理社会が招集した債権者集会の決議を裁判所が認可した例

がある（平成 16年 3月 10日付け官報［号外第 46号］254-255頁、平成 15年 12月 26日

付け官報［号外第 296号］273頁参照。米田・前掲注 5）32頁が指摘する）。これらは、

旧商法の類推適用例といわざるをえないであろう。

（43） 青山ほか・前掲注 15）21-22頁〔山田〕（それに続く青山、松下発言も同旨）。



ア 本件各回債の債権者は、受益の意思表示を要しないで、本件管理

委託契約（第三者のためにする契約）に基づく利益を享受するから、同契

約の一部である本件授権条項に基づき控訴人らに対して訴訟追行権を授

与している。

イ 仮に受益の意思表示を要するとしても、意思表示に明確性を求め

る理由はないし、意思表示と認めるべき事実（民法 526条 2項）又は黙

示の意思表示（以下、両者を併せて「黙示の意思表示等」ということがあ

る。）をもって足りる。

（3） 信託的授権

控訴人らの訴訟追行権は、本件元引受会社を委託者、控訴人らを受託

者、本件各回債の債権者を受益者として形成される信託的関係により付

与されると説明することもできる。

（4） 基本契約ないし複数の契約関係に基づく法律関係

控訴人らの訴訟追行権は、本件元引受会社、控訴人ら及び被控訴人

（Y）の三者間における基本契約等により付与されたと解することもで

きる。

（5） 商慣習に基づく授権

本件商慣習が確立し、法的確信に至っていることからすれば、控訴人

らは、本件各回債の債権者から商慣習法に基づき授権されているともい

え、これにより原告適格を根拠付けることができる。

（6） 信義則違反

被控訴人は、自ら本件授権条項を定め、これを広く開示することによ

り投資家の信頼を得て、巨額の資金を調達しておきながら、いざ償還等

請求訴訟が提起されるや、控訴人らの訴訟追行権を争い、消滅時効を完

成させ、償還等義務を免れようとしている。被控訴人が控訴人ら原告適

格を争うことは、投資家に対する裏切りであり、当事者間の公平を著し

く害するものであって、信義則に反する。

（7） 訴訟担当の許容性
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本来の権利者と訴訟担当者との間に、訴訟担当を認めるに足りる実体

関係が存在する場合には、本来の権利者から担当者に対する明確な授権

がなくても、訴訟担当が許容されるべきである。

イ 控訴審判決の要旨

本判決は、控訴人ら（Xら）の原告適格の有無について、以下の通り

判示し、原審判決と同様、原告適格を否定して控訴を棄却した。

「（1） 旧商法の規定の類推適用について

控訴人らは、本件各回債の発行の仕組みが公募社債に関する旧商法の

規定に倣ったものであり、また投資家保護を図る必要性において本件各

回債と公募社債とに変わりがないこと等から、旧商法 309条 1項及び

309条の 5〔会社法 705条 1項および 708条に対応〕を類推適用し、控

訴人らの原告適格を認めるべきであると主張する。

しかしながら、控訴人らの援用する旧商法の社債に関する規定は、株

式会社の資金調達の手段として、株式会社が国内法の規制に服すること

を前提に設けられているところ、本件各回債は、商人たる株式会社とは

質的に異なる外国国家を発行体とし、発行体が国内法の規制に服するこ

ともない点で社債と前提を大きく異にする。しかも、旧商法は、社債管

理会社について、特別代理人（309条の 4）、裁判所による解任（313条）、

辞任の制限や事務承継（312条、314条）等についての定めを置き、社債

権者の利益のために権限を行使することを担保しつつ、適切な権限行使

を可能にするため発行会社の業務及び財産の調査権を付与し（309条の

3）、さらに社債管理会社が社債権者のため発行会社から弁済を受けた場

合に備え、公告・通知や社債権者の支払請求について定め（309条 2項

及び 3項）、社債権者の利益が不当に害されないように配慮していると

ころ、このような手続的な保障が制度上講じられておらず、しかも、本

件管理委託契約においてもこれに代わるような措置が設けられていない

のであるから、直ちに控訴人らを社債管理会社と同列に論じることは困

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（35）



難である。

以上の諸点を勘案すれば、本件各回債が債券を発行する公募債である

ことを考慮しても、旧商法 309条 1項及び 309条の 5を類推適用するこ

とにより控訴人らの原告適格を認めることはできない。」

「（2） 任意的訴訟担当（訴訟追行権の授与）について

ア 任意的訴訟担当の可否

訴訟における当事者適格を財産権上の請求における原告に関してみる

と、訴訟物である権利又は法律関係について管理処分権を有する権利主

体が当事者適格を有するのが原則であるが、そのような権利主体でなく

とも、直接法律の定めるところにより一定の権利又は法律関係につき当

事者適格を有することがあり、また、本来の権利主体からその意思に基

づいて訴訟追行権を授与されること（以下、権利主体による訴訟追行権の

授与を単に「授権」ということがある。）により当事者適格が認められる

場合もある。この後者の任意的訴訟担当は、民事訴訟法 54条 1項が訴

訟代理人を原則として弁護士に限り、また、信託法 10条が訴訟行為を

させることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし、一般

に無制限にこれを許容することはできないが、当該訴訟担当が上記のよ

うな法による制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを認める

合理的必要がある場合には、これを許容するのが相当である（最高裁判

所昭和 45年 11月 11日判決・民集 24巻 12号 1854頁参照）。

ところで、本件は、訴え提起時において原判決別紙記載の債券又は利

札を保有する者（以下「本件債券等保有者」という。）の被控訴人（Y）に

対する償還等請求権を訴訟物として提起されているから、控訴人らによ

る任意的訴訟担当を認めるためには、まず本件債券等保有者から控訴人

らに対する償還等請求訴訟に係る授権が認められなければならない。控

訴人らによる任意的訴訟担当を認める場合、その訴訟の結果は本件債券

等保有者に及び（民事訴訟法 115条 1項 2号）、仮に控訴人らが授権を受

けた請求権に関する実体上の理由により敗訴すれば本件債券等保有者の
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償還等請求権を失わせる結果となることもあり得るところ、本件債券等

保有者が自ら授権したのでない限り、このような結果を甘受させるべき

根拠に欠けるからである（最高裁判所昭和 60年 12月 20日判決・裁判集民

事 146号 339頁参照）。」

「イ 第三者のためにする契約

（ア） 受益の意思表示の要否

控訴人らは、本件管理委託契約を第三者（本件各回債の債権者）のた

めにする契約と解した上で、本件各回債の債権者は、特に受益の意思表

示をしなくても、同契約の利益を享受し、同契約に含まれる本件授権条

項により控訴人らに対する授権が認められると主張するけれども、控訴

人らの主張によれば、本件債券等保有者が自らの意思により授権するか

否かを選択する機会を与えずに任意的訴訟担当を認めることになるの

で、先に説示したところに照らし、採用することはできない。

なお、控訴人らは、控訴人らによる任意的訴訟担当により、本件債券

等保有者は、利益を受ける一方で不利益を受けることはないから、控訴

人らによる訴訟追行を望むはずであるとして、本件債券等保有者が個別

に受益の意思表示をする必要はないとも主張する。

しかしながら、本件管理委託契約においては、控訴人らは、被控訴人

から同契約に定められた手数料を受け取るものとされている一方（第 18

条（1））、被控訴人は、同契約に係る不履行や控訴人らの善意による作

為等に基づき控訴人らに生じた損害等を補償し、かつ、控訴人らに損害

を被らせないものとされており（第 10条（4））、また、控訴人らは、本

件各回債に関する事項について、期限到来までの間、被控訴人に対して

随時助言を与えることとなっているところ（第 2条（5））、期限到来後に

おいても、控訴人らが債券管理会社として通常予想される職務を超える

職務を行う場合があり、それに対して被控訴人が手数料を支払うことも

予定されており（第 18条（1）（ⅱ））、さらに、債券の管理に関し控訴人

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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らが立て替えた費用は一定の要件の下で被控訴人が負担することとされ

ている（第 18条（2））。そして、本件訴訟の提起後、控訴人らは、本件

管理委託契約の上記条項に基づいて、被控訴人に対し、本件訴訟の追行

に要した弁護士報酬を請求しているのであって〔証拠略〕、控訴人らは、

被控訴人の費用負担の下に、債権者のために本件訴訟を追行していると

みることができる上、控訴人 X2及び同 X1は、被控訴人の委託を受け

て、被控訴人のために、本件各回債の債権者との間で、和解的要素を含

む平成 22年エクスチェンジ・オファーの事務を取り扱っているという

点も軽視できない。これらの諸点に照らせば、控訴人らが本件各回債の

債権者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うこと（本件管理委託契

約第 2条（2）、（3））を考慮しても、控訴人らが本件債券等保有者と確実

に利害を共通にする立場にあるとすることは困難である。これに加え、

先に説示したように、本件管理委託契約の規定は旧商法の社債管理会社

に関する規定に比して債権者の保護に十分といえないこと、控訴人らに

よる訴訟追行の結果本件債券等保有者が償還等請求権を喪失するおそれ

もあることなど、本件債券等保有者の立場から見て懸念すべき点がある

ことをも併せ考慮すれば、本件債券等保有者が控訴人らによる訴訟追行

を望むはずであるなどとはいえず、受益の意思表示を不要と解する理由

にはならないというべきである。

なお、控訴人らは、本件債券等保有者の信頼を保護すべきであると主

張するけれども、そのことから直ちに具体的な授権が不要とするのは論

理の飛躍があり、手続的な措置を講ずることなく、不利益な結果をもた

らすこともあり得る法律効果（訴訟追行権の授与）を生じさせるには十

分な根拠とはいえない。さらに、控訴人らは、本件管理委託契約の中

に、本件期限の利益喪失特約など直ちに本件各回債の債権者に適用すべ

きものが存在することを理由に、受益の意思表示を要することなく控訴

人らと本件各回債の債権者との間に本件管理委託契約を適用する必要を

指摘するが、償還等請求訴訟の追行を認めることと期限の利益喪失の措
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置を講ずることとを同列に論じ得ないことは明らかであるから、これを

理由に授権を不要と解することはできない。

（イ） 本件債券等保有者による明示的な受益の意思表示及び授権

控訴人らは、本件債券等保有者は、本件各回債を譲り受けた際、控訴

人らに対し、本件授権条項を含む債券の要項を承諾する旨の受益の意思

表示をし、あるいは控訴人らとの間で授権につき合意したと主張する。

しかし、本件債券等保有者が本件各回債を取得するに当たって行った

譲受行為の相手方は控訴人らではないから、控訴人らに対して何らかの

意思表示をしたとみるのは困難であるばかりでなく、譲受行為に伴って

されたという意思表示の内容がいかなるものであったかという点につい

ても証拠上明らかではないから、本件債券等保有者が本件授権条項につ

いて明示的に受益の意思表示をしたものと認められないことは明らかで

ある。

（ウ） 本件債券等保有者による黙示の意思表示等による受益の意思表

示

ａ 控訴人らは、仮に本件債券等保有者による明示の受益の意思表示

や授権の合意が認められなくても、本件債券等保有者が本件各回債を譲

り受けた行為は、債券の管理権限を控訴人らに授与し、その行使の結果

を享受する黙示の意思表示等に該当すると主張する。

先に説示したとおり、任意的訴訟担当を許容するためには本件債券等

保有者による授権が不可欠であるところ、本件債券等保有者の債券譲受

行為をもって、控訴人らに対し通常の債券の管理を委ねる趣旨と解する

ことはできても、管理にとどまらない側面も持つ訴訟追行権の授与まで

含むものとみるのは通常の意思解釈としては困難であり、授権の効果を

認めることはできない。したがって、本件債券等保有者の債券譲受行為

をもって債券の管理を委ねる趣旨と解し得るかを一般的・抽象的に検討

するのでは足りず、具体的に償還等請求訴訟につき授権する意思が表示

されたとみることができるかを検討する必要がある。

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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ｂ この点に関し、控訴人らは、訴訟担当を認めるに足りる実体関係

が存在する場合には、明確な授権がなくても訴訟担当を許容すべきであ

ると主張する。

しかしながら、本件各回債は、債券又は元利金領収書と引換えに被控

訴人（元利金支払事務取扱者）から元利金の支払を受けるという個別の

債権であり、債券相互に特段の関連性はなく、債権者全体に共通の利害

関係のある事項は期限の利益喪失宣言が考えられる程度である。本件管

理委託契約の定める控訴人らの事務も、基本的には債券及び利札の調整

と交付、元利金の管理、債券原簿の作成管理、期限の利益の喪失宣言等

にとどまり、本件債券等保有者との関係も具体的でなく、弁論の全趣旨

によると、控訴人らは本件債券等保有者を具体的に把握していないもの

と認められる。そうすると、仮に控訴人らが本件債券等保有者のために

債券管理を行う関係が形成されたとしても、本来個別の償還等請求権の

行使である本件訴訟において、控訴人らが、本件債券等保有者と同じ程

度あるいはそれ以上に当事者たるに適した立場にあると認めることは困

難であるから、上記関係の存在を仮定しても、直ちに訴訟担当を認める

べき実体関係が形成されているとすることはできない。

ｃ そこで、続いて、本件債券等保有者の債券譲受行為をもって償還

等請求訴訟に係る授権と認め得るかを検討するが、控訴人らは、本件商

慣習の存在と本件授権条項が債券に明記されていることを根拠に、本件

債券等保有者は、償還等請求訴訟の訴訟追行権が控訴人らに付与されて

いることを知った上で本件各回債の譲受けを選択したのであるから、控

訴人らに授権する意思を表示したに等しいと主張する。

しかし、本件全証拠によっても、ソブリンのサムライ債につき債券の

管理会社が償還等請求訴訟を自己の名で追行する権限を有するとの商慣

習が存在すると認めることはできない。もっとも、控訴人らは、他のソ

ブリンのサムライ債における管理委託契約でも本件授権条項と同様の規

定が多く定められていること〔証拠略〕を指摘するけれども、これのみ
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で上記商慣習の存在を基礎付けることはできない。また、前記引用に係

る原判決の摘示する前提事実のとおり、本件授権条項が債券の裏面に明

記されているものの、控訴人らの権限を示す「債権の実現を保全するた

めに必要な一切の裁判上・・・の行為をなす権限」との文言は抽象的で

あり、本件債券等保有者が、本件授権条項から、本来は自己の有する償

還等請求権につき控訴人らが独自の判断で訴訟追行できる権限を付与さ

れる旨を理解することは困難である。そのような理解は、本件授権条項

が旧商法 309条 1項と同一の文言であり、同条により社債管理会社が償

還請求訴訟を提起できると考えられていることを踏まえて可能になるの

であって、一般投資家に期待できるところとはいい難い。さらに、原判

決別紙記載の債券の多くを占める登録債については、本件債券等保有者

が本件授権文言を目にしたかどうかも明らかではない。

したがって、大手保険会社担当者の供述〔証拠略〕を踏まえても、本

件債券等保有者が控訴人らの訴訟追行権につき具体的に控訴人らにおい

て償還等請求権を訴訟物とする訴訟を提起することがあり得ると理解し

た上で本件各回債を譲り受けたと推認することは困難であるから、控訴

人らの主張は前提を欠き採用できない。

なお、仮に、控訴人らが本件債券等保有者のために債券の管理を行う

関係が形成されたとしても、先に説示した関係にとどまり、これにより

本件債券等保有者が控訴人らの訴訟追行権につき理解していたと推認す

ることはできないから、この点は上記判断に影響しない。

（エ） 本件元引受会社による受益の意思表示又は授権

控訴人らは、本件元引受会社は、元引受契約の締結等をする際、本件

授権条項を含む本件管理委託契約につき受益の意思表示をし、あるいは

上記元引受け等の行為が受益に係る黙示の意思表示等に該当することに

より、控訴人らに対し授権したと認められ、本件元引受会社の取得した

控訴人らに訴訟追行を求める権利が、従たる権利として本件各回債に随

伴し、本件債券等保有者に移転すると主張する。

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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しかし、本件元引受会社が本件授権条項の適用を受け、かつ、本件授

権条項につき控訴人らに対して受益の意思表示をしたと考えるとして

も、本件元引受会社が控訴人らに対する関係で取得したという「訴訟を

追行させる権利」が債券の譲渡と共に当然に新債権者に移転すると解す

ることはできない。また、新債権者が、本件元引受会社が上記の受益の

意思表示により訴訟の結果いかんでは重大な不利益を被るおそれを伴う

授権をしたことや、これにより控訴人らと本件元引受会社との間で権利

義務関係が発生したことを認識していたことについては、これを認める

に足りる証拠はない。控訴人らの主張は、本件債券等保有者が本件各回

債を譲り受ければ、当然に本件元引受会社の上記権利を承継し、授権が

認められるというものであるところ、本件債券等保有者の訴訟追行権は

それぞれに固有のものであって、各人に選択権があり、本件元引受会社

の意思決定に従うべき理由はないから、その余の点を判断するまでもな

く、控訴人らの主張は失当である。」

「ウ 信託的授権

控訴人らは、本件元引受会社の元引受行為は、訴訟追行権を含む債券

の管理権限を信託的に授与する黙示の意思表示等に該当し、本件債券等

保有者は、本件各回債の従たる権利として信託的受益権を取得したか

ら、本件債券等保有者による授権が認められる旨主張する。

控訴人らのこの主張は、本件元引受会社が、商慣習及び債券の要項に

基づき、控訴人らに対し訴訟追行権を含む債券の管理権限が付与されて

いる旨を熟知した上で、元引受契約を締結したのであるから、元引受行

為をもって、訴訟追行権を含む管理権限を信託的に授権する黙示の意思

表示等に該当することを前提とするが、債券の管理権限が付与されてい

ることと管理権限が信託的に授権されていることとは同一ではないばか

りでなく、前判示のとおり、ソブリンのサムライ債につき、債券の管理

会社が債券の管理権限を信託的に授与されるとの商慣習の存在は認めら

れず、債券の要項にそのように読み取るべき記載もないから、本件元引
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受会社の元引受行為等を上記信託的授与の黙示の意思表示等と認める根

拠を欠くので、控訴人らの主張は採用できない。

また、控訴人らの上記主張は、本件債券等保有者が本件各回債を譲り

受けたことのみをもって、直ちに控訴人らへの授権を認めるに等しく、

前項において説示したのと同様にこの点においても採用することができ

ない。

エ 基本契約ないし複数の契約関係に基づく法律関係

控訴人らは、本件元引受会社、控訴人ら及び被控訴人間において本件

授権条項を内容とする基本契約又は法的権利義務関係が成立し、本件元

引受会社は、控訴人らに対し自己のために訴訟を追行するよう求める権

利を取得し、本件債券等保有者は、本件各回債の従たる権利として同権

利を取得したと主張する。

しかし、本件元引受会社と被控訴人の間に元引受契約が、控訴人らと

被控訴人の間に本件管理委託契約が成立し、それぞれが債券の要項を内

容に含み、かつ本件各回債の発行という同一目的のために締結されたこ

とを勘案しても、直ちに本件元引受会社と控訴人らとの間に契約関係な

いしは法的権利義務関係を認めることは困難である。

また、控訴人らの主張は、本件債券等保有者が本件各回債を譲り受け

たことのみをもって、直ちに控訴人らへの授権を認めるに等しく、先に

説示したとおりこの点においても採用することができない。

オ 商慣習による授権

控訴人らは、本件商慣習に基づき、本件債券等保有者の控訴人らに対

する授権を認めることができると主張するが、先に説示したとおり、ソ

ブリンのサムライ債につき、債券管理会社が債権者の任意的訴訟担当と

して償還請求訴訟を追行し得るとの商慣習の存在を認めるに足りる証拠

はないから、控訴人らの主張は前提を欠き、採用することができない。

カ 信義則違反

控訴人らは、被控訴人が控訴人らの原告適格を争うことが信義則に反

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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する旨主張するけれども、当事者適格の存否は本案判決をするに必要な

訴訟要件であり、これを欠くときは、裁判所は、当事者の主張がなくて

も訴えを不適法として却下しなければならないのであるから、控訴人ら

の主張は失当である。

キ 以上によれば、本件債券等保有者の控訴人らに対する本件訴訟の

授権について、控訴人らが主張するところはいずれも採用できず、ま

た、本件全証拠によってもこのような授権を認めることはできない。」

「（3） 任意的訴訟担当（合理的必要性）について

控訴人らは、場合により明確な授権がなくとも訴訟担当を認めるべき

であるとの主張をしていることに鑑み、任意的訴訟担当の合理的必要性

について検討すると、本件は、本件債券等保有者の被控訴人に対する償

還等請求権を訴訟物として提起されているから、本件各回債に基づく償

還等請求債権の存否と共に、当該債権の帰属が明らかにされなければな

らないと考えられるのに、控訴人らは本件債券等保有者を具体的に特定

し得ず、個別の債券の帰属について把握していないのであるから、本件

訴訟物につき何人に訴訟を追行させ、本案の判決をすることが必要かつ

有意義であるかとの観点に基づき、控訴人らによる任意的訴訟担当を許

容する合理的必要性は認め難いといわなければならない。そして、以上

に加えて、本件各回債の券面額は必ずしも少額ではなく、訴訟コストと

の関係で訴えの提起を妨げる事情とはなり得ないこと、不特定かつ多数

の本件債券等保有者の権利保護を図るためには、控訴人らが自ら訴訟提

起するのではなく、これらの者の訴訟提起を容易にする方策を控訴人ら

が講ずることも可能であること、前判示のように控訴人らと本件債券等

保有者との間の利益相反のおそれは否定し難いことなどを併せ考慮する

と、控訴人らの主張を採用することはできない。」

ウ 控訴審判決の評価
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控訴審判決は、第 1審と結論を同じくするが、次の点で、特色を有す

るものと考えられる。

① 第 1審では、任意的訴訟担当の合理的必要性に関連して原告らか

ら社債とのパラレルな扱いが主張され、裁判所はそれを否定するにとど

まったが（本論文 21頁参照）、控訴審判決では、旧商法 309条 1項およ

び 309条の 5の類推適用の可能性について、直接的で、より立ち入った

説示が加えられた。すなわち、「本件各回債は、商人たる株式会社とは

質的に異なる外国国家を発行体とし、発行体が国内法の規制に服するこ

ともない点で社債と前提を大きく異にする」とし、また、特別代理人制

度など旧商法が規定する社債管理会社の適切な業務遂行や債権者の利益

保護のための仕組みを具体的に指摘して、本件アルゼンチン債について

は、このような手続保障が制度上存在せず、債権管理委託契約上もそれ

に代わるものがないから、控訴人（Xら）らを社債管理会社と同列に論

じることは困難とする。

② 任意的訴訟担当の可否について、最大判昭和 45・11・11の判示す

る基準に基づいて判断している点は第 1審と同様であるが、本件債券等

保有者から控訴人らに対する償還等請求訴訟に係る授権が必要なこと

を、最判昭和 60・12・12裁判集民事 146号 339頁（豊前火力発電所建設

差止請求事件）を引用しつつ論じている点は、第 1審判決ではみられな

かった点である。この最高裁判決は、いわゆる紛争管理権説（同判決の

定義によれば、「訴訟提起前の紛争の過程で相手方と交渉を行い、紛争原因の

除去につき持続的に重要な役割を果たしている第三者は、訴訟物たる権利関

係についての法的利益や管理処分権を有しない場合にも、いわゆる紛争管理

権を取得し、当事者適格を有するに至るとの見解」）（44）を、「そもそも法律

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕
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（44） 紛争管理権説の提唱者である伊藤教授は、この理論を任意的訴訟担当として再構成す

る立場をとっておられるが、権利主体から環境保護団体等への授権については、当該団

体の規約において、地域住民から環境権保全関する包括的授権があれば足りるとされて

いる（伊藤眞「紛争管理権再考」新堂幸司編・竜嵜喜助先生還暦記念『紛争処理と正

義』（有斐閣、1988年）203頁以下、223頁）。



上の規定ないし当事者からの授権なくして右第三者が訴訟追行権を取得

するとする根拠に乏しく、かかる見解は、採用の限りでない」と判断し

たものであり、ここから、控訴審判決は、任意的訴訟担当一般につい

て、利益帰属主体の──はっきりと述べているわけではないが、相当程

度明確な──授権を要するとする立場を示したものと解することができ

る。

③ 控訴審判決は、上記のような授権を要するとする立場に基づき、大

きな分類（判決の見出し符号（2）イ〜オ。カの信義則違反に関する判断

は別）では、第三者のためにする契約、信託的授権、基本契約ないし複

数の契約関係に基づく法律関係および商慣習による授権それぞれについ

て、訴訟担当のための授権と解釈することができるか、という観点から

考察を加え、いずれの主張も否定する結論を導いている。この点は、第

1審判決が、本件管理委託契約（本件授権条項）が第三者のためにする

契約であると性質決定をした上で、明確な受益の意思表示があったか否

かを検討対象としていたのとは異なる。

④ 第三者のためにする契約における受益の意思表示に限っていう

と、その論旨はほぼ第 1審と同様といってよいが、控訴審判決の注目さ

れる点として、次の 2点を指摘しておきたい。

（ⅰ）控訴人らが、新たに、第三者はとくに不利益を受けないから、

本件各回債の債権者は、特に受益の意思表示をしなくても、同契約の利

益を享受するとして援権不要論を主張したのに対して、②で述べた授権

を必要とする立場から、その主張を採用しなかった。すなわち、控訴審

判決は、具体例（本論文 37-38頁）を挙げつつ、控訴人らが本件債券等

保有者と確実に利益を共通にする立場にあるとはいえないこと、およ

び、本件管理委託契約の規定は旧商法の社債管理会社に関する規定に比

して債権者の保護に十分といえず、債権者は原告らの訴訟追行によって

不利益を受けるおそれがあることを指摘し、受益の意思表示を不要と解

する根拠はないという。

上智法学論集 第 59巻 1号（2015年）

（46）



（ⅱ）債券等保有者が本件各回債を譲受した際に、本件授権条項につ

き明示または黙示の受益の意思表示をしたという主張を否定する根拠

は、第 1審と基本的には同様と解されるが、「本件債券等保有者の債券

譲受行為をもって、控訴人らに対し通常の債券の管理を委ねる趣旨と解

することはできても、管理にとどまらない側面も持つ訴訟追行権の授与

まで含むものとみるのは通常の意思解釈としては困難であり、授権の効

果を認めることはできない。」とする点は、「通常の債券の管理」と「訴

訟追行権の授与」とを分けて、必要な授権の程度を判断する可能性を示

すものとして、重要である。

⑤控訴人らは、債券譲受行為をもって授権の意思が表示された根拠等

として（判旨（2）イ（ゥ）c、ウ参照）、または授権の直接的な根拠と

して（判旨（2）オ参照）、商慣習の存在を主張したが、控訴審は、かか

る商慣習の存在を否定し、いずれの意味においても、授権の根拠とはな

らないとした。

⑥最後に、任意的訴訟担当の合理的必要性を一種の傍論的判断として

論じている点は、第 1審判決と同様であり（控訴人らが「場合により明確

な授権がなくとも訴訟担当を認めるべきであるとの主張をしていることに鑑

み」て、合理的必要性について判断するという）、本件各回債の券面額が必

ずしも少額ではなく、訴訟追行を妨げる事情にはならないという判断

等、合理的必要性を否定する根拠も、第 1審判決と実質的に重なる部分

が多い。ただ、控訴審判決が、「本件は、本件債券等保有者の被控訴人

に対する償還等請求権を訴訟物として提起されているから、本件各回債

に基づく償還等請求債権の存否と共に、当該債権の帰属が明らかにされ

なければならないと考えられるのに、控訴人らは本件債券等保有者を具

体的に特定し得ず、個別の債券の帰属について把握していないのである

から、本件訴訟物につき何人に訴訟を追行させ、本案の判決をすること

が必要かつ有意義であるかとの観点に基づき、控訴人らによる任意的訴

訟担当を許容する合理的必要性は認め難いといわなければならない。」

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（47）



としている点は、注目しておきたい。この引用部分が、被担当者たる利

益（訴訟物）帰属主体を特定しなければ任意的訴訟担当の合理的必要性

を判断することができないという趣旨であるとするならば、拡散しまた

流動性を有するなどの事情により、利益帰属主体の特定が難しいケース

について、訴訟担当を認めることが──それを認める法律の規定がない

限り──ほとんど不可能になるといわざるを得ないことになろう。

3 小括

以上、債券等の管理人（すなわち、会社法上「社債管理者」が設置され

ない場合に、最低限の社債権者の利益保護の役割を果たすものとして、その

創設が提言されている「社債管理人」およびソブリン・サムライ債における

「債券の管理会社」）の手続上の地位をめぐる問題点の概要を紹介・検討

してきた。社債管理人と債券の管理会社の権限と責任については、（ⅰ）

会社法の適用はないとしても、会社法の規定に沿って起案される社債管

理委託契約および社債（債券）の要項に基づいて社債権者または債券等

の保有者の利益のためにその業務を行う点、および（ⅱ）通常は銀行が

債券等の管理人の地位に就き（ただし、社債管理人については、その見込

み）、発行会社の債権者となることもあり、また発行会社のための事務

も行う（財務代理人の職務を兼務することもある）ことから、少なくとも

潜在的な利益相反のおそれは存在する点など、実質的には、社債管理者

と類似した地位にあることもたしかである。このように、社債管理人と

サムライ債における債券の管理会社の地位には、共通の点が多く、その

権限と責任、とりわけ本論文が検討対象とする手続上の地位について、

併せて検討していくことは、有意義と考えられる。

ところで、上記のように、「債券等の管理人」の法的地位は、基本的

には当事者の合意（契約）に基づくものとして説明しなければならない

から、債券等管理のための実体的または手続的な「授権」が求められる

こと自体は、自然なことである。しかし、いかなる意味での授権が必要
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かについては、さまざまな見解が成立しうるし、実体的管理権限と訴訟

的管理権限とでは区別して論ずる必要もあろう。この点、アルゼンチン

債事件第 1審判決および控訴審判決は、すでに詳細に紹介したとおり、

債券の管理会社による任意的訴訟担当に必要な債券の保有者の授権につ

いて、特定性や明確性を要求したのであり、それが批判的な評価の対象

になっていることは、既にみたとおりである。ただ、これらの裁判例に

おける「明確な」授権の必要性に対する確信（信奉といってもよいかもし

れない）にはかなり強いものがみられ、その根拠づけも一概には否定で

きないところがある。したがって、任意的訴訟担当において、必要とさ

れる「授権」とは、どのようなものであるかを、基礎理論に立ち返って

検討して初めて、これらの判決の問題点を明確にすることができるであ

ろう（45）。

翻って、民事訴訟法学における任意的訴訟担当に関する議論をみる

と、下級審を含む判例の分析に基づいて、（解釈による）法定訴訟担当と

任意的訴訟担当の近接・連続性を指摘する説や授権の要件を任意的訴訟

担当の合理的必要性と関連付けて理解する説などがみられ（46）、他方で

「消費者の財産的損害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に

関する法律」（平成 25〔2013〕年法律第 96 号。2016 年 12 月までに施行予

定）により、消費者被害の集団的救済の場面で、明文による任意的訴訟

担当が新たに認められている。これら近時の学説・立法等を参考にしな

がら、任意的訴訟担当の機能のあり方について、掘り下げた検討を加え

債券・社債の管理人の手続上の地位(1)──会社法が適用されない「債券等の管理人」の訴訟担当等の可能性──〔田頭章一〕

（49）

（45） なお、アルゼンチン債事件判決の判断を前提とした当面の対応策としては、管理委託

契約等に利益相反のおそれを回避するための措置を具体的に規定すること、引受証券会

社から、裁判上の行為をなす権利および義務を委託する旨の受益の意思表示を（債券管

理会社が）書面により受領することなどが提示されている（坂井＝渡邉・前掲注 15）

6-7頁）。ただし、契約変更でも実務フローでも対応は難しいという発言もある（青山

ほか・前掲注 15）26頁〔大類〕）。

（46） 詳しくは次号で紹介するが、さしあたり、宇野聡「任意的訴訟担当」法教 257 号

（2002年）22頁以下、とくに 25頁、上田・前掲注 15）（私法判例リマークス）108頁参

照。



てみたい。

さらに、アルゼンチン債事件判決で判断されたのは、任意的訴訟担当

の可否についてのみであるが、訴訟担当の適法性とその意義が認められ

るのであれば、保全手続や執行手続、さらには倒産手続における債権届

出手続などにおける「手続担当」の可能性がある。それぞれの手続局面

における特有の問題を確認しつつ、このような広い意味での手続担当の

可能性を検討することも意義があろう。

本論文後半では、以上のような問題意識に立って、任意的訴訟担当の

基礎理論に立ち返りながら、債券等の管理人の手続上の地位について分

析・検討を試みたい（47）。

（本学法科大学院教授)
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（47） 考察の視点として、国内社債発行・流通市場への影響や日本の債券市場の国際的な評

価などを考慮した、政策的な議論も重要であり、その点ももちろん視野に入れて検討す

るが、本論文の主たる関心は、手続法理論からみた本問題の考察にある。


